
民

族

学

校

を

め

ぐ

る

問

題 

大

阪

教

育

大

学

名

誉

教

授 

堀 

薫

夫 

 

夏

の

風

物

詩

の

ひ

と

つ

に

高

校

野

球

が

あ

る

。

昨

夏

の

高

校

野

球

の

優

勝

校

は

京

都

国

際

高

校

で

あ

っ

た

が

、

同

校

の

校

歌

が

話

題

に

な

っ

た

。

校

歌

が

韓

国

語

（

ハ

ン

グ

ル

）

な

の

で

あ

る

。

な

ぜ

韓

国

語

の

校

歌

な

の

か

と

い

え

ば

、

同

校

の

前

身

が

京

都

韓

国

学

園

な

る

民

族

学

校

で

、

二

〇

〇

四

年

度

か

ら

現

在

の

校

名

に

な

っ

て

い

る

。

た

だ

校

名

は

変

わ

っ

た

が

、

校

歌

は

継

続

さ

れ

た

の

で

あ

る

。
な

お

、

校

歌

が

日

本

語

で

な

い

高

校

は

ほ

か

に

も

あ

り

、
例

え

ば

同

志

社
（

系

列

校

）

の

校

歌

は

英

語

で

あ

る

。 

 

こ

こ

で

重

要

な

の

は

、

京

都

韓

国

学

園

か

ら

京

都

国

際

高

校

に

校

名

を

変

更

し

た

点

、

つ

ま

り

学

校

教

育

法

第

一

条

校

に

な

っ

た

と

い

う

点

で

あ

る

。
逆

に

い

う

な

ら

ば

、

民

族

学

校

は

、

法

律

上

は

高

等

学

校

と

し

て

認

め

ら

れ

て

い

な

い

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。 

 

日

本

の

学

校

教

育

を

司

る

学

校

教

育

法

で

は

、

そ

の

第

一

条

で

、

学

校

を

小

学

校

・

中

学

校

な

ど

９

種

類

と

し

て

い

る

。

そ

し

て

そ

の

第

１

３

４

条

以

降

の

雑

則

に

て

、

専

修

学

校

や

各

種

学

校

な

ど

を

「

学

校

教

育

に

類

す

る

教

育

を

行

う

も

の

」

と

し

て

お

り

、

民

族

学

校

は

こ

こ

に

入

る

。

つ

ま

り

民

族

学

校

は

法

的

に

は

学

校

と

は

み

な

さ

れ

て

い

な

い

の

だ

。 

 

こ

こ

で

大

阪

の

事

例

と

し

て

、

ス

ポ

ー

ツ

で

有

名

な

民

族

学

校

で

あ

る

、
大

阪

朝

鮮
（

中

高

級

学

校

）

を

考

え

た

い

。

日

本

の

ラ

グ

ビ

ー

の

司

令

塔

で

あ

る

神

戸

製

鋼

の

李

承

信

選

手

は

明

治

大

学

出

身

で

あ

る

が

、
高

校

は

大

阪

朝

鮮

で

あ

る

。

高

校

ラ

グ

ビ

ー

の

全

国

大

会

に

も

大

阪

朝

鮮

が

大

阪

府

代

表

で

時

々

出

場

し

て

い

る

。

文

科

省

も

よ

う

や

く

高

校

に

相

当

す

る

課

程

を

卒

業

し

た

者

で

あ

れ

ば

、

各

大

学

の

判

断

に

よ

り

入

学

を

認

め

る

方

針

に

な

っ

て

き

て

い

る

。 

 

し

か

し

同

校

が

京

都

国

際

高

校

の

よ

う

に

一

条

校

を

め

ざ

す

と

な

る

と

、

別

の

問

題

も

出

て

く

る

。

文

科

省

の

検

定

教

科

書

を

使

う

こ

と

が

義

務

と

な

り

、

朝

鮮

語

で

授

業

が

で

き

な

く

な

る

。

２

つ

の

高

校

の

背

後

に

も

あ

る

人

権

問

題

。 


